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。



衆
議
院
議
員
河
野
太
郎
君
提
出
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

市
町
村
国
民
健
康
保
険
は
、
社
会
連
帯
と
相
互
扶
助
の
理
念
に
基
づ
き
、
保
険
給
付
等
に
要
す
る
費
用
を
、
被
保
険
者
の

負
担
能
力
、
受
益
の
程
度
等
に
応
じ
て
徴
収
す
る
保
険
料
に
よ
っ
て
賄
う
こ
と
を
基
本
と
し
て
お
り
、
世
帯
主
に
対
す
る
保

険
料
の
賦
課
額
に
つ
い
て
は
、
負
担
能
力
に
応
じ
て
賦
課
す
る
所
得
割
額
又
は
資
産
割
額
と
、
受
益
の
程
度
に
応
じ
て
賦
課

す
る
被
保
険
者
均
等
割
額
又
は
世
帯
別
平
等
割
額
（
以
下
「
応
益
保
険
料
の
賦
課
額
」
と
い
う
。
）
と
の
合
計
額
に
よ
っ
て

算
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
応
益
保
険
料
の
賦
課
額
に
つ
い
て
は
、
低
所
得
世
帯
に
と
っ
て
負
担
が
大
き
く
な
る
傾
向

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
低
所
得
世
帯
の
応
益
保
険
料
の
賦
課
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
低
所
得
世
帯
の
負
担
が
過
重
な
も
の

と
な
ら
な
い
よ
う
、
最
大
で
そ
の
七
割
を
減
額
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
大
綱
」
（
平
成
二
十
四
年
二
月
十
七
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
大
綱
」
と
い
う
。
）

で
は
、
市
町
村
国
民
健
康
保
険
の
低
所
得
世
帯
の
保
険
料
軽
減
措
置
を
拡
充
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

健
康
保
険
制
度
は
、
労
使
の
協
調
に
基
づ
く
自
主
的
な
運
営
に
よ
り
、
医
療
費
の
適
正
化
な
ど
保
険
者
が
そ
の
役
割
を
効

一



果
的
に
発
揮
す
る
観
点
か
ら
、
原
則
と
し
て
事
業
所
を
適
用
の
単
位
と
し
、
適
用
事
業
所
に
常
用
的
に
使
用
さ
れ
る
労
働
者

を
被
保
険
者
と
し
て
い
る
が
、
近
年
、
適
用
事
業
所
と
常
用
的
使
用
関
係
に
な
い
た
め
、
健
康
保
険
制
度
に
加
入
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
短
時
間
労
働
者
等
の
非
正
規
労
働
者
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
大
綱
に
基
づ
き
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
、

適
用
事
業
所
に
常
用
的
に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
と
し
て
健
康
保
険
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
公
的
年

金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
今
国
会
に
提

出
し
て
い
る
。

ま
た
、
衆
議
院
で
修
正
さ
れ
た
同
法
律
案
附
則
第
二
条
第
二
項
で
は
「
政
府
は
、
短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
厚
生
年
金
保

険
及
び
健
康
保
険
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
、
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
同
法
律
案
が
成
立
し
施
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
健
康
保
険
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。

二


